
仕様書 

沖縄県が提供を受ける電気通信役務 

（旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設） 

 

 本仕様書は、沖縄県が提供を受ける電気通信役務（旧県立図書館沖縄県教育情報ネット

ワーク回線敷設等）の仕様を定めるものである。 

 

１ 目的 

  現在、沖縄県庁 13階に設置している沖縄県教育情報ネットワーク（以下、「OPEN」と

いう。）について、本庁舎（行政棟）改修に伴い、教育庁は旧県立図書館へ移転するこ

とから、移転先の旧県立図書館へ OPEN 回線を敷設する。 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和８年２月 28 日までとする。 

 

３ 業務場所 

  旧県立図書館（沖縄県那覇市寄宮 1-2-16） 

 

４ 業務内容 

(1) L3 スイッチ１台、L2 スイッチ２台及びアクセスポイント 11台（以下、「アクセス

ポイント等」という。）を別紙「設置予定図面」に基づき LAN ケーブル及び電源ケ

ーブル（以下、「LAN ケーブル等」という。）を配線すること。 

(2) アクセスポイント等は沖縄県教育 DX 推進課（以下、「当課」という。）保有の機器

を使用すること。インターネット回線について、当課が調達する回線（フレッツ光

ネクスト隼）を利用すること。 

(3) 敷設する LAN ケーブルはカテゴリー５e以上とすること。 

(4) LAN ケーブル等を配線後、「設置予定図面」に基づきアクセスポイント等を設置する

こと。設置にあたって、当課と協議の上、天井または壁等に取り付けること。ま

た、落下防止策を講じること。 

(5) アクセスポイント等の設定に関して、当課が別途契約している「校内 LAN 保守業務

受託事業者」と連携し対応すること。 

(6) １～３階に HUB ボックス(計３台)を設置すること。なお、以下の機能と同等以上の

ものを用意すること。 

・HUB ボックス３Ｕ（THD21-565）：１台 

・HUB ボックス２Ｕ（THD16-565）：２台 

(7) 業務にあたっては、騒音等に配慮しつつ、既存設備に支障がないようにすること。

万一、支障がでた場合、受注者にて復旧作業を行うこと。 

(8) OPEN 回線敷設後に、必ずネットワークの接続試験を行い、稼働確認を行うこと。 

(9) その他、本仕様書によることが困難または不都合な場合が生じたときは、必ず発注

者と協議すること。 

 

５ 体制・スケジュール 

 以下の要件を満たす体制、スケジュールを確保すること。 



(1) 令和８年１月中に OPEN 回線の敷設を完了し、２月１日から業務場所でインターネ

ットが利用できる状況を整備すること。 

(2) 作業責任者は、作業全体の管理・運営に十分な能力を持つ人材であること。 

 

６ 保証 

 配線や設定の不備等により、LAN 環境に不具合が生じた際は速やかに受注者の責任に

おいて対応すること。 

 

７ 完成図書 

 以下の内容をまとめたものを完成図書として提出すること。 

(1) 作業前、作業後の写真。 

(2) 設置した LAN 経路に関する図面。 

(3) LAN ケーブル試験表。 

 

８ 再委託の禁止について 

(1) 一括再委託の禁止 

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができ

ない。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その履行

を第三者に委任、又は請負わせることができない。 

ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ甲が書面で認める

場合は、これと異なる取り扱いをすることがある。 

○契約の主たる部分 

・LANケーブル等の配線に関して契約金額の50％を超える業務 

(2) 再委託の相手方の制限 

指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約

の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 

(3) 再委託の範囲 

本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる

業務等の範囲は以下のとおりとする。 

○再委託により履行することのできる業務の範囲 

 ・アクセスポイント等の設定に係る業務 

 ・その他（協議の上、定める） 

(4) 再委託の承認 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面によ

る甲の承認を得なければならない。 

ただし、以下に定める「その他、簡素な業務」を第三者に委任し、又は請負わせると

きはこの限りでない。 

○その他、簡素な業務 

・資料の収集・整理・複写・印刷・製本、原稿・データの入力及び集計 



 

９ その他 

(1) 本仕様書を遵守するために要する経費及び本仕様書に明記されていない事項であっ

ても業務の実施に当然必要と思われる作業はすべて実施すること。なお、その費用

は見積もりに含めるものとする。 

(2) 本仕様書に明記されていない細部の事項については、甲と協議の上決定する。 


